
死刑執行に抗議する会長声明 

 

本日、仙台拘置支所において１名及び福岡拘置所において１名の死刑確定者（合計２名）に

対し、死刑が執行された。 

当会は、日弁連の「死刑制度問題に関する提言」（２００２年１１月）を受けて、シンポジ

ウムや公聴会などを開催し、死刑に関するさまざまな問題を取り上げてきており、かねてより

再三にわたり、政府に対し、死刑の執行を停止することなどを求めてきた。にもかかわらず、

本年になってから、今回で５回目の執行であり、執行された者の数は合計１５名にも上ってい

る。昨年１２月以降、概ね２か月に１回のペースで死刑執行が続けられており、この流れは完

全に定着したといってよいが、このような大量の死刑執行が継続して行われることはきわめて

遺憾であって、到底容認できない。当会は、強くこれに抗議する。 

死刑については、１９８９年１２月の国連総会で死刑廃止条約が採択され、国連人権委員会

（２００６年国連人権理事会に改組）は１９９７年４月以降、毎年、日本などの死刑存置国に

対し、死刑廃止に向けて死刑の執行を停止することなどを求めている。 

さらに、２００７年１２月１８日には、国連総会が、日本を含む死刑存置国に対し、死刑制

度の廃止を視野に入れた死刑執行の停止などを求める決議を賛成多数で採択した。 

２００７年５月１８日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最

終見解・勧告では、わが国の死刑制度の問題点を指摘した上で、死刑の執行を速やかに停止す

るべきことなどが勧告されており、さらに、本年５月の国連人権理事会第２回普遍的定期的審

査においても、わが国の死刑執行の継続に強い懸念が多数表明され、日本政府に対して死刑執

行の停止が勧告された。また、本年１０月に行われた国際人権（自由権）規約委員会による、

日本政府報告書に対する審査においても、わが国の死刑制度に対する批判的な意見が相次いで

いた。 

わが国では、近時、重罰化の傾向が進み、死刑判決や確定死刑囚の数が増加するとともに、

死刑執行件数は顕著に増加している。国際社会における死刑を抑制しようとする潮流に照らす

と、わが国におけるこのような傾向は、もはや異常なものであって、国際社会からの孤立が懸

念されるところである。 

そして、わが国においては、政府による極端な密行主義のもと、死刑に関する情報はほとん

ど明らかにされておらず、死刑制度に関する議論を行う前提を欠く状態にある。とりわけ２０

０９年から開始される裁判員制度においては、裁判員も、死刑を含む量刑判断に参加すること

となっており、死刑制度の運用と実態を正確に事実を知ることが重要である。あらためて死刑

制度についての情報の開示を強く求めるものである。そのような情報開示がなされたうえで、

死刑という究極の刑罰を許容すべきか否かについて、この問題に関心を持つ人々の間の議論に

とどまらず、広範な議論がなされることが望まれる。 

当会は、今般あらためて、政府に対し、死刑の執行を停止するとともに、わが国における死

刑確定者の処遇、死刑執行対象者の決定手続と判断方法、死刑執行の具体的方法と問題点など

に関する情報を開示し、死刑の存廃についての広範な議論を踏まえた上で、死刑制度の見直し

を検討するよう重ねて強く求める。 
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